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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成29年7月6日(2017.7.6)

【公開番号】特開2015-227913(P2015-227913A)
【公開日】平成27年12月17日(2015.12.17)
【年通号数】公開・登録公報2015-079
【出願番号】特願2014-112521(P2014-112521)
【国際特許分類】
   Ｇ０９Ｇ   5/00     (2006.01)
   Ｇ０９Ｇ   3/20     (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/74     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０９Ｇ    5/00     ５５０Ｐ
   Ｇ０９Ｇ    5/00     ５３０Ｈ
   Ｇ０９Ｇ    5/00     ５１０Ｂ
   Ｇ０９Ｇ    5/00     ５５０Ｘ
   Ｇ０９Ｇ    3/20     ６８０Ｃ
   Ｇ０９Ｇ    3/20     ６３１Ｒ
   Ｇ０９Ｇ    3/20     ６３２Ｆ
   Ｈ０４Ｎ    5/74     　　　Ｄ
   Ｇ０９Ｇ    5/00     ５５０Ｒ

【手続補正書】
【提出日】平成29年5月22日(2017.5.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５２】
３．動作
　以下、表示装置１の動作例を説明する。ここでは、光変調器１３１が、ＷＶＧＡ相当の
解像度を有する例を用いて説明する。すなわち、光変調器１３１は、画素が、４８０行８
００列に配置されている（ｒ＝４８０、ｃ＝８００）。オフセット最大値は１２０に設定
されている（Ｏｍａｘ＝１２０）。ＶＲＡＭ１２１は、２４１行分のデータを記憶するた
めの記憶領域を有する。なお、２４１行分とは、オフセット最大値（この例では１２０行
）の２倍に、処理対象画素（この例では１行）の記憶領域を加算した値である。オフセッ
トテーブル１２８は、各画素のオフセットベクトルを記憶している。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６３】
　ステップＳ１０８において、読み出しアドレス生成部１２５および補正部１２６は、カ
ウンターＣｘをインクリメントする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６４
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６４】
　ステップＳ１０９において、補正部１２６は、１行分の処理が完了したか、すなわち、
Ｃｘ＝８０１となったか判断する。まだ１行分の処理が完了していないと判断された場合
（Ｓ１０９：ＮＯ）、補正部１２６は、処理をステップＳ１０４に移行する。１行分の処
理が完了したと判断された場合（Ｓ１０９：ＹＥＳ）、補正部１２６は、処理をステップ
Ｓ１１０に移行する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６５】
　ステップＳ１１０において、書き込みＩＦ１２４は、ライトカウンターＣｗで指定され
る行のデータを、ＶＲＡＭ１２１に書き込む。ライトカウンターＣｗで指定される行のデ
ータは、ＶＲＡＭ１２１において第ｋｗ行の記憶領域に書き込まれる。ｋｗは次式（７）
により計算される。
　　ｋｗ＝Ｃｗ（ｍｏｄ　ｋ）　…（７）
例えば、ｋ＝２４１の場合においてＣｗ＝１～２４１のときは、ｋｗ＝Ｃｗである。Ｃｗ
＝２４３の場合、ｋｗ＝２である。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８２】
４－３．変形例３
　ＶＲＡＭ１２１の記憶容量は、実施形態で説明したものに限定されない。例えば、オフ
セット最大値がリードカウンターの進行方向に対して正方向および負方向の双方について
個別に設定されていた場合、正方向のオフセット最大値、負方向のオフセット最大値、お
よび処理対象画素の記憶領域を加算した値に相当する行数の記憶領域を有していてもよい
。具体的には、正方向のオフセット最大値Ｏ＋ｍａｘ＝１２０、負方向のオフセット最大
値Ｏ－ｍａｘ＝８０、処理対象の画素数が１の場合、ＶＲＡＭ１２１は、２０１（＝１２
０＋８０＋１）行分の記憶領域を有していればよい。このとき、ライトカウンターＣｗの
値は、次式（１２）のように、リードカウンターＣｒに対して、負方向のオフセット最大
値分ずらしておけばよい。
　　Ｃｗ＝Ｃｒ＋Ｏ－ｍａｘ　…（１２）
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８３】
４－４．他の変形例
　表示装置１はＨＵＤに限定されない。表示装置１は、いわゆる通常のプロジェクターで
あってもよい。この場合において、プロジェクターのキーストーン補正に本発明が適用さ
れてもよい。特に、いわゆるピコプロジェクターのような小型のプロジェクターにおいて
有効である。
【手続補正７】
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【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図５】
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